
独立行政法人日本スポーツ振興センターの

災害共済給付金事業の取扱

平成２２年４月１日付けで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給

付金事業はり師・きゅう師の施術専用の「医療費の状況」が新設されましたが、平成

２２年５月２４日発出、保医発第０５２４第４号、申請様式の変更により新たに修正

を加える事となりました（変更点は別添１の書式参照）。

変更箇所と変更点

１．初回施術料を二重線で削除、初検料に修正

２．はり（電気鍼等併用）の行を二重線で削除

３．きゅう（電気鍼等併用）の行を二重線で削除

４．はりきゅう併用（電気鍼等併用）を二重線で削除、電療料に修正

取扱に際しての注意点

１．施術開始の年月日は療養費の取扱同様初療の日を記載。

２．施術終了の年月日は月の最終施術日を記載。

３．申請書下段はり師・きゅう師住所氏名欄の記載に際しては、はり師免許のみ、き

ゅう師免のみの保持者は取得していない免許の名称を二重線で削除

※はり師免許のみ保持の方は、きゅう師を二重線で削除、きゅう師免許のみ保持

の方は、はり師を二重線で削除

対象患者：学校管理下の児童、生徒等の負傷、疾病で各健康保険発行の被保険者証保

持者又は日本スポーツ振興センターが認めた者。

対象疾患：健康保険の対象疾患で、医師の同意に基づく療養費の保険取扱の場合であ

ること。

「外部衝撃又は急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する

ことが明らかであると認められる疾患のうち、センターが認めたもの」で

筋、腱、骨、関節などの運動系の疾患あるいは、当該負荷の加わったこと

に密接な関係をもって発症したものと認められる神経系の疾患。

請求方法：施術者は様式、３（４）（医療費の状況）に記載し保護者が学校に請求す

る。給付金はセンターから学校を経由して保護者に支払われる。
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単独免許の場合何れかを二重線で
消して下さい。取扱注意点３参照 


